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総合事業とは
（目的）

� 総合事業は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、多様な主体による多様
なサービスを充実することで、要支援者等に対する効率的な支援等を可能とするこ
とを目指します。

（総合事業の２つの柱）

� 多様なサービスの充実

⇒多様なニーズに対するサービスの拡がりにより、在宅生活の安心を確保

� 介護予防の推進

⇒住民主体の取組を支援し認定に至らない元気な高齢者を増やし、重度化予防を推進

（参考）厚生労働省・介護予防・日常生活支援総合事業

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000074126.html
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総合事業移行の概要
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総合事業のサービスの類型
要支援者等の多様な生活支援のニーズに対して、総合事業で多様なサービスを提供していくため、

市町村は、サービスを類型化し、それに併せた基準や単価等を定めることが必要。そこで、地域

における好事例を踏まえ、以下のとおり、多様化するサービスの典型的な例を参考として示す。
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総合事業のサービス種類の考え方
（訪問型サービス）
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総合事業のサービス種類の考え方
（通所型サービス）
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総合事業のサービス種類の考え方
（その他サービス）
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総合事業のサービス種類の考え方
（ケアマネジメント）

9

<注意> 「※2」については国保連を経由した支払は例外との記載されていますが、平成29
年1月17日に厚生労働省からの「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマ
ネジメントに要した費用の支払について」との通知文書にて「平成29年5月審査分より、介
護予防ケアマネジメント費の地域包括支援センターへの委託払いに当たり、国保連合会を経
由した支払いを可能とする」と変更されています。

利用の流れ
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総合事業の地域単価の考え方
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住所地特例について
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介護保険では、被保険者資格の適用は、原則として住所地主義により行うことと
されているが、介護保険施設等への入所に伴って当該施設の所在地に住所を移転
した場合等すべての場合に住所地主義を貫くと、介護保険施設等の所在市町村の
介護保険財政の負担が大きくなる等の不都合が生じる。

そこで、一定の場合に住所地主義の原則に対する例外的な適用を行うこととし、
住所地主義に伴う保険者間の財政的な不均衡の是正を図るものである。

この場合、介護保険料は前住所地の市町村に支払うほか、要介護認定や介護給付
も保険者である前住所地の市町村から受けることとなる。

・（介護予防）地域密着型サービスの内、以下のサービス
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」「夜間対応型訪問介護」
「（介護予防）認知症対応型通所介護」
「（介護予防）小規模多機能型居宅介護」「看護小規模多機能型居宅介護」
「地域密着型通所介護」

・介護予防支援
・介護予防・日常生活支援総合事業

住所地特例とは

対象サービス



みなし指定
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平成27年3月31日までに予防
の許認可を受けている場合

平成27年3月31日以降に予防
の許認可を受けた場合

みなし指定 改めて総合事業の指定

経過措置として、平成27年4月から平成30年3月末までの3年間
※ 市町村でその有効期間を定められるので確認が必要

指定の変更手続き

事業所が所在している市町村（A市町村）以外の市町村
（B市町村）の被保険者が利用している場合は、A市町
村への指定変更の他に、B市町村への指定更新が必要

総合事業者の定款、運営規定等の追加・変更
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法人定款の事業目的

例１ 「介護保険法に基づく第１号訪問事業」
例２ 「介護保険法に基づく第１号通所事業」
例３ 「介護保険法に基づく第１号介護予防支援事業」
※居宅介護支援事業所等が市町村から委託を受けて事業を行う場合には、定
款に記載が必要

運営規程・重要事項説明書・利用契約書等

総合事業への移行に伴い、運営規程・重要事項説明書・利用契約書
等に記載のサービス等を修正する ※第一号訪問事業（現行相当サービス）

契約書に以下の文面を追加する
（介護予防・日常生活支援総合事業を利用する場合）
第○○条 利用者が介護保険法等関連法令に規定する介護予防・日常生活支
援総合事業（以下「総合事業」という）を利用する場合においては、本契約
に「介護予防サービス」とあるのは「総合事業サービス」、「介護予防支
援」とあるのは「介護予防ケアマネジメント」と読み替えるものとする。


